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───────────────────────

○議 長  井 戸 達 也

───────────────────────

○委員外議員（０名）

───────────────────────

○傍聴議員（５名）   

            石 垣 直 樹

            金 兵 智 則

            近 藤 憲 治

            澤 谷 淳 子

            松 浦 敏 司

───────────────────────

○説明者

副 市 長    後 藤 利 博

市民環境部長    武 田 浩 一

農林水産部長    川 合 正 人

生活環境課長    近 藤   賢

水産漁港課長    渡 部 貴 聴

○事務局職員

事 務 局 長    林   幸 一

次 長    石 井 公 晶

総 務 議 事 係    早 渕 由 樹

    山 口   諒

午前10時01分開会

○小田部照委員長 おはようございます。

ただいまから、総務経済委員会を開会いたしま

す。

今回の委員会では、所管事務調査について協議い

たします。

それでは議件１、油流出事故について説明を求め

ます。

○渡部貴聴水産漁港課長 それでは資料１号を御覧

ください。

網走観光ホテルにおける油流出事故についてにな

ります。

（１）発生の場所、網走市呼人23番地の３、ブリ

ーズベイホテル株式会社、網走観光ホテル。

（２）事故の状況、燃料供給施設が破損し、推定

8,000リットルの重油が流出し、敷地内に地下浸透

した。

（３）７月20日以降の経過、時期、令和４年７月

25日、総務経済委員会にて、３月23日の事故発覚か

ら事業者より北海道へ２回目の「水質汚濁防止法に

基づく事故報告書」が提出されました７月20日まで

の経緯について報告をしております。

したがいまして、本日につきましては、それ以降

について御説明を差し上げたいと思います。

まず７月27日、７月20日に提出されました２回目

の事故報告を踏まえ、オホーツク総合振興局と打ち

合わせを実施してございます。

出席者につきましては、資料に記載のとおりとな

ってございます。

振興局の説明としましては、今後の対策につい

て、具体的な対策が示されていないため、口頭によ

り報告書の再提出を指導しております。

北海道としまして、相手に対して文書による強い

行政指導を実施しているが、法的な対応には限界が

あると説明を受けてございます。

その際にですね、市や漁協の主体的な取組も必要

とコメントを頂いております。

続きまして７月28日、漁業関係者による網走市長

への要請。

要請につきましては、網走漁協、西網走漁協、両
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組合長、管内増協から要請を受けてございます。

要請としては、網走市が先頭に立って問題解決に

当たってもらいたい旨、受けてございます。

同日、ブリーズベイホテル株式会社に市より質問

書を提出しております。

市民環境部より、網走市環境保全及び公害の防止

に関する条例、第３条に基づきまして、今回発生し

た重油漏れについて関係機関へ連絡が遅れた理由と

流出防止に関する今後の予定について書面にて質問

を行ってございます。

資料をめくっていただきまして、続きまして７月

29日、網走観光ホテル重油漏えい事案に関する庁内

連絡会議、第１回を開催しております。

出席者につきましては記載のとおりとなっており

ます。

今後の対応について、消防法、普通河川管理条

例、下水道法、水道法、行政代執行や公害防止事業

費事業者負担法による対応の可能性を協議しており

ます。

現状では市による指導は困難であるとの結論とな

りました。

しかしながら、引き続き法解釈等について検討を

行い、今後も庁内連絡会議を継続するということと

なっております。

続きまして、８月８日、網走地区重油漏れに関す

る対策協議会の設立。

目的としましては、網走観光ホテルで発生した重

油流出による漁業被害を防ぐことを目的としていま

す。

構成は、北海道漁業環境保全対策本部、こちらは

北海道漁連の内部組織になっておりまして、道内の

漁場環境を守るための団体となっております。

それから、網走漁協、西網走漁協、北見管内漁業

協同組合長会、管内増協、網走市となっておりま

す。

役員につきましては、会長には漁業環境本部長、

副会長に網走市長、網走漁業協同組合長、西網走漁

協の組合長、幹事長は管内増協専務理事、事務局長

は市水産漁港課長、事務局につきましては市水産漁

港課、網走漁協、西網走漁協、管内増協となってご

ざいます。

同日、ブリーズベイホテルから７月28日に市から

出しました質問書に対する回答を受理しておりま

す。

今回の事故について連絡が遅れた理由としまして

は、長期休暇のため担当者からの報告がなく、流出

場所の特定後も担当者が放置していたためと報告を

受けました。

重油流出箇所の土砂は、６月１日に撤去済みであ

り、それ以外の拡散は確認されていない。

今後、振興局の指導を仰ぎながら拡散の有無に関

する監視体制を検討するが、具体的な手法は未定と

のことでございます。

８月９日、対策協議会による現地視察を実施して

おります。

出席者につきましては、記載のとおりとなってお

りまして、この現地視察につきましてはホテル内へ

の立入りの許可が下りなかったために、隣接します

管内増協網走ふ化場から視察を実施しております。

８月10日、ブリーズベイホテル社長と振興局によ

りウェブ会議が実施されております。

資料をめくっていただきまして８月の12日、８月

10日のブリーズベイホテル社長との協議結果の報告

を踏まえた打ち合わせを振興局と実施しておりま

す。

出席者につきましては、記載のとおりとなってお

ります。

振興局の説明としましては、ホテル側がまず、今

回の事故について振興局に対して謝罪を行っており

ます。

汚染土の全量撤去は行わず定期的なボーリングに

よるモニタリングを実施、油が確認された場合はモ

ニタリング箇所の土砂を撤去することが提案されま

した。

これは、わかりやすく説明しますと敷地外に油を

流さない対応を実施するということでございます。

今回の説明で振興局は、提示された内容について

根拠が不明確など対応が不十分であるため再検討を

指導してございます。

あわせまして、地元関係者に対してきちんと説明

をするように振興局から指導をしております。

８月18日、専門家による現地視察の結果に関する

説明、出席者につきましては記載のとおりでござい

ますが、この８月18日の専門家による現地視察につ

きましては、道庁の環境保全局長様、水産振興課長

様、それから、北海道総合研究機構のエネルギー環

境地質研究所の有識者が来て現地を確認しておりま

す。

これは振興局のほうから、北海道総合研究機構の

専門家に技術指導を依頼して現地視察を実施したと
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いうふうに報告を受けました。

専門家からは、以下の指摘を受けておりまして、

まず、漏えいした重油の現状を確認することが必要

であると。

それから今までですね、業者側から不透水層と説

明を受けていた層につきましては不透水層ではなく

難透水層、水を全く通さない層ではない、通常の層

より水は通しにくいのですけれども、全く通さない

わけではないというふうに説明を受けました。

また、油が流出する場合につきましては、水とと

もに鉛直方向に動くため、地下水位の調査が必要で

あるという指摘を受けてございます。

漏えい箇所につきましては、尾根地形に位置して

おり流出の予測ができないため、全方向のモニタリ

ングが必要であるということです。

これが指摘された理由としましては、ブリーズベ

イホテルからのモニタリング案としましては、漏え

い箇所から見て、ふ化場側が山側になって低くなっ

ているということと、現状では、ふ化場のところに

ある川に油が流出すると非常に危険であるため、ブ

リーズベイホテルからのモニタリング案としては、

ふ化場側の山側、１点もしくは２点のモニタリング

という提示をされておりますけれども、専門家から

は、そのモニタリングでは不十分という指摘を受け

てございます。

これらの指摘事項につきましては振興局からです

ね、すぐに事業者に説明し、指導を実施してござい

ます。

８月24日、ブリーズベイホテルによる対策協議会

での説明が行われております。

こちらの出席者、ブリーズベイホテルの社長、中

部営業本部長、ホテルの支配人、対策協議会側の出

席につきましては、記載のとおりとなっておりまし

て、振興局の保健環境部、産業振興部も同席してご

ざいます。

まず説明会では、事業者から地元に対して今回の

事故について謝罪がありました。

続きまして、８月10日に振興局が受けた内容と私

どもが受けた説明は同じなのですけれども、今回、

重油の流出量が6,000リットルというふうに説明を

受けてございます。

８月18日に有識者、専門家から受けた指摘事項、

重油の現状把握、地下水位の調査、全方向モニタリ

ングにつきましては前向きな回答は頂けませんでし

た。

上記につきまして、まず正確な漏えい量の把握、

重油の現状の把握、地下水位調査の実施を求め、再

度、説明会を実施するように協議会からはお話をし

ております。

続きまして、資料をめくっていただきまして８月

の25日、オホーツク総合振興局へ要請を行っており

ます。

要請者は対策協議会副会長の網走市長、応対者は

振興局長でございます。

８月24日の説明会を受けまして総合振興局のほう

に、今回は時限を区切って８月31日までに対策協議

会に回答をするとともに、速やかに、対策協議会に

対してホテル側が再度説明を行うように書面で振興

局長に要請をしてございます。

要請内容は、漏えいした重油の正確な量と根拠の

提示、それから、ボイラー室の下にあると説明され

ておりますけれども、その重油の現状把握、これは

調査をしてきちんと現状を把握した上で説明いただ

きたいという話をしています。

それから、漏えい箇所付近の地下水位の調査、本

件につきましては、ブリーズベイホテルに対して振

興局から指導する旨、回答されております。

続きまして、その後にあります資料なのですけれ

ども、こちら８月23日と書いていますが、実際には

８月24日で、これは８月24日にブリーズベイホテル

が対策協議会のほうに説明を行った際の資料でござ

います。

簡単に内容のほうを説明していきたいと思いま

す。

まず１枚めくっていただきまして、重油の流出の

現状、こちらに先ほどお話ししましたように、当初

は私ども8,000リットルというふうにずっと伺って

いたのですけれども、１番の流出のところに、直近

での給油が8,000リットルだったが給油日から当時

まで使用量を差し引き、およそ6,000リットル程度

の流出が起こったものと考えられるということで、

初めてここで6,000リットルということが出てきて

おります。

こちらについてはですね、説明会の当時に市長の

ほうから詳しく状況を確認しておりますけれども、

この根拠については、明確な回答が得られず、ブリ

ーズベイホテル側で再度、内部調査をして報告をす

るというふうに回答を受けております。

現状なのですけれども、その下の現場縮図とあり

ますけれども、№１からNo.８までありますけれど
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も、これ今までボーリングをした箇所なのですが、

現状では№１、漏えい発生位置の箇所から重油が確

認されております。

それ以外には確認されていないので、その結果、

この機械室の下に滞留しているものと推測されると

説明を受けております。

現場縮図のほうなのですけれども、まずホテル側

としましては、Ａ棟、Ｂ棟の裏側は山側になってい

るということ。

それから№７、№８側の横にはコンクリートの擁

壁があること。

それから、ホテルの建物がありまして非常に深い

基礎が入っているであろうということ。

このようなことから、染み出しにくいという判断

をしまして、染み出しする一番の可能性があるの

は、№２、３、こちら側、管内増協のさけ・ますふ

化場がありますけれども、そちら側に漏れる可能性

があるので、ここをモニタリングするという提案を

受けてございます。

資料をめくっていただきまして、今、私が説明し

た内容はこちらに書いてありますけれども、それと

同時に一番下の米印なのですけれども、全量撤去時

はＢ棟の破壊撤去が前提となり困難というふうに説

明を受けております。

これはまず、Ｂ棟自体を壊すことが非常にお金が

かかる、またその間にホテルの運営を止めなければ

ならないということ。

それと、今回の説明の際に受けましたのは、建物

の図面等も配管等の図面もないので、技術的にも非

常に難しいという説明を受けました。

それと、８月18日に行いました、有識者からの指

摘に対する回答なのですけれども、その下の（１）

というところですけれども、水平方向への染み出し

は全方向にあるので、全方向を監視すべきというこ

とに対しましては、疑わしき箇所については、適

宜、ボーリングを行うという回答をいただきまし

た。

それから２番目、鉛直方向、地下方向へ浸透が考

えられるので地下水路を調べるべきということにつ

きましては、まず、地下の岩盤、軟透水層、当初は

不透水層と言われていましたけれども、それについ

ては調査結果から確認されていると。

せっかく難透水層で防御されているのに、それを

ボーリングで穴を開ければ、そこから重油が水平方

向に染み出した場合に、鉛直方向に開けてしまった

穴を伝って漏れて、地下水に漏れることが懸念され

るというのが一点。

もう一点は、水平に染み出す痕跡がない中で、鉛

直方向にのみ進み、難透水層も突破していくという

のは不自然であるというようなことで、Ｂ棟の下部

の滞留を逃れ水平方向に広がりが見られた段階で検

討していくという回答をいただきました。

Ｂ棟の地下の状況を調べる目的ということについ

ては、先ほどもお話ししましたけれども、壊さない

とできないということで、困難というお話をいただ

きました。

続きまして、資料をめくっていただきまして、振

興局の御指摘と弊社の考え。

こちら８月10日の振興局との協議の中で振興局の

ほうから、土中の重油については生分解方法という

ものもあるという指導をしているんですけれども、

こちらについては専門事業者も紹介いただいて検討

したいということでございます。

あとＢ棟について、今すぐに撤去できなくても施

設更新等の際に実施できないかという指摘もしてい

るのですが、そちらにつきましては機械の寿命が尽

きるなど、ほかの場所に移転可能になった場合に検

討するという回答をいただいております。

説明につきましては、以上でございます。

○小田部照委員長 それでは質疑に入ります。

質疑ございませんか。

○平賀貴幸委員 いろいろと説明があったのですけ

れども、ちょっと委員長に確認しますけれども、こ

の委員会は委員長や議会側がと言ったらいいのか

な、求めて開催されるものなのか、それとも市のほ

うが説明の機会が必要だっていうことで判断して求

めがあったのか、どっちですか。

○小田部照委員長 もともと総務での所管事務調

査、油流出事故の件については、我々議会としても

報道で知ることとなり、所管事務を求め、説明を受

けているところであります。

○平賀貴幸委員 今回、２度目の委員会審議なので

すけれども、７月に所管事務調査、25日にやって、

そこから１か月ですよね。

いろいろと進んでいる状況は、報道で見聞きする

しか我々はなかったのですけれども、過去、こうい

う重大な事件があったときには、議長や副議長に対

して状況の説明と報告があったり、委員長に対し

て、状況の報告があったりして、それらを踏まえな

がら、適時、議会あるいは委員長が判断をして、こ
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ういった委員会を開いてきたのですけれども、議

長、副議長あるいは委員長に、そういったことは行

われなかったというふうに私は聞いているのですけ

れども、実際どうなのですか。

行われていたのか、行われていなかったのか。今

日までの間に。

○小田部照委員長 理事者側どうでしょうか。

○渡部貴聴水産漁港課長 私どものほうから説明は

行ってございません。

○平賀貴幸委員 従来と言ったらあれですけれど

も、こういう案件についてはそういったことはせめ

てあった上で今日の委員会を迎えるべきだと私は思

うのですよね。

ちょっとそこにも驚いています。正直なところ。

ちょっとこれまでだと考えられないので。

二元代表制の議会、もう少しきちんと尊重してい

ただかないといけないのだと、というのは正直なと

ころです。

そこについて、今日は議論する場じゃないので、

指摘だけしておきますけれども、その上で、これだ

けのことがいろいろ起こっているわけですね。

今、途中に何点か聞きたいことありますけれど

も、一点、一番気になるのが、８月９日、現地視

察、ホテルの許可が出なかったため、ふ化場のほう

から現地視察。

これ、どうして許可が出なかったのですかね。

それこそ質問上で、前回も何で油流出のあと網走

市に報告がなかったのかってことを聞いてないとい

う答弁だったので、絶対聞かなきゃおかしいってい

うふうに私も何度も言わせてもらったのですけれど

も、そういうことにした質問上で、こうやって聞い

て、回答も得ていただいたのですけれども、大事

な、大変な状況が出ているのに、ホテルが現地視察

許可しないってちょっと考えにくいのですけれど

も、どんな理解でいればいいのでしょうか。

○渡部貴聴水産漁港課長 ８月９日の視察なのです

けれども、こちらは対策協議会のほうで実施した視

察でございます。

対策協議会でございますので、市だけではなく

て、両漁協、管内増協と、複数の機関からできた任

意団体でございます。

当然、視察の方針についても、皆さんとの意見の

中を受けてやるのですけれども、視察の際に、報道

もきちんと呼んでほしいということを、組合、漁協

から強く要望されておりまして、この視察について

は、報道関係者の方にも周知をして実施しておりま

す。

そのようなことも含めて、ホテル側に申し入れを

しましたところ、ホテルとしましては、８月の10日

に振興局と社長が説明を行うので、その前に場所を

開示したりすると、誤ったですね、誤解を広めてし

まったり、ホテルとしても、何か聞かれたときにき

ちんとした対応をできないので、立ち入りの視察は

御遠慮願いたいというふうに申し入れを受けてござ

います。

○平賀貴幸委員 それを受けて、８月10日のウェブ

協議会があってという形で、諸々進んでいるわけで

すけれども、その後やっぱり現地視察を、やはりし

ておかなければいけないと思うのですけれども、そ

の辺は改めて申し入れすることになっているのです

か。

○渡部貴聴水産漁港課長 現地視察につきまして

は、関係者、漁協等については、事故発生時に既に

現地を確認してございます。

ボーリング調査、試掘の際にも、報道関係者がい

なくて、利害関係者ということで市、それから、北

海道もあわせて、現地は私どもは確認をしておりま

す。

○平賀貴幸委員 案件の深刻さ、漁業者さんにとっ

てはよくわかるのですけれども、私は呼人に住んで

いるのであれですけれども、呼人のまちづくり住民

懇談会ですら触れられなかったのですよ、住民か

ら。よくわからないのですよね、何が起きているの

か。

そういう意味では、実際の現状はこうなっている

ということを、報道機関を含めて明らかにしていた

だいて、知らせていただくっていう機会、私は大変

重要だと思うのですよね。

一度そういう理由でお断りされたっていうことで

すけれども、改めて、報道機関も入れてですね、そ

こは現地視察をして、明らかにしていただかない

と、地域の住民、よくわからないでいるのですよ。

そういった問題についても、対応はやっぱり必要

だと思うのですけれども、どうですか。

○渡部貴聴水産漁港課長 現地の開示につきまして

は、私どもの申し入れはできますけれども、最終的

な判断はホテル側となりますので、今回の御指摘も

受けた中で、再度ホテル側とも調整していきたいと

いうふうに考えています。

○平賀貴幸委員 ぜひそこは進めていただいて、知
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る機会をもっと増やしていくということも大事だと

いうふうに思います。

今のところ、新聞もテレビもですね、現地の画像

とかそういうのはないので、ホテルの外観だとか、

湖だとかそういうところを映すわけじゃないです

か。

やっぱり、ピンと来ない人はピンと来ないままな

のですね。

そこはちょっと必要だろうというふうにやっぱり

思います。

やっぱりここはそういう問題だということ認識し

ていうのも大事です。

というのは、今、漁業に対する影響の話が全部進

められていて、そこは大事なので絶対に進めなきゃ

いけないのですけれども、山ですから、多様な生物

に影響というのも懸念されるのですよね。

そこについて、何の影響もないのか、あるのか全

然わからないままなのですよ。

そこも含めて、やはり注意喚起しなければいけな

いと思うのですよね。

その辺については何か、調査をすることになって

いたりするのでしょうか。

○渡部貴聴水産漁港課長 現状ではそこまで進んで

おりません。

先ほどもちょっとお話したのですけれども、一番

の問題は、今、油はＢ棟、ボイラー室、漏れたとこ

ろの地下にあると想定されているだけの状況です。

これは、８月18日に有識者にも指摘を受けていま

すけれども、まずそれがわからないと、今、委員よ

り御指摘のありましたことについても全く想定もで

きないような状況ですので、そこについては、今で

すね、強く振興局に求めていますけれども、引き続

き働きかけをしてホテル側には調査をしていただい

て、きちんと油がどこにどういう状況であるのかと

いう、まず確認を進めていただきたいというふうに

考えております。

○平賀貴幸委員 そこはわかりました。

位置を確認をした上で、影響がどこまで及ぶかと

いうことを調査しなきゃいけない、それはそのとお

りと思います。

ところで確認ですけれども、Ｂ棟を除去しなけれ

ば、全量撤去できないという今状況で考えていると

いうことでしたけれども、Ｂ棟がボイラー室だって

ことで間違いなかったですか。

○渡部貴聴水産漁港課長 Ｂ棟がボイラー室である

というふうに説明を受けております。

○平賀貴幸委員 そうすると、もしここを全量撤去

するのだということになれば、新たにボイラー棟っ

ていうのですか、ボイラー室を建て直した上で、こ

こを除去しなければいけないのだというふうに思い

ますけれども、そういった対応を基本的には求めて

いくっていう方向感を持つべきだと思うのですけれ

ども、それは、行政としては持っていないのです

か。

○渡部貴聴水産漁港課長 今、行政としてはどうい

うふうな求めをしていくのかということだったので

すけれども、ホテル側としては、Ｂ棟の下にある油

については撤去しなければわからないという説明を

受けているのですけれども、今回、有識者が来た

中、それから、振興局のほうでいろいろ検討してい

まして、斜め方向へのボーリング等も技術的には可

能であるというようなことも受けております。

ホテル側の説明としては、もう一方で、私たちは

やり方がわからないのでそこは指導してくださいと

いう話を受けています。

北海道としては、今回、８月24日の協議の後に社

長とですね、行政指導機関ですから、細かく協議を

実施しているというふうに私どもも聞いておりまし

て、実際にそういう技術的な面などもですね、道が

サポートをした中で今後、調査に向けて検討すると

いうふうに伺っております。

○平賀貴幸委員 聞くところによると、ブリーズベ

イホテルの本体に、正確な情報が全然いっていなか

ったと。

地元の反応や影響の大きさを受けて、驚いて今対

応している感じだというふうに聞いているのですけ

れども、そういう状況ですか、やっぱり。

○渡部貴聴水産漁港課長 委員が御指摘のとおり、

きちんとした情報はですね、社長のほうに説明を聞

いた中では、行っているというふうには思えません

でした。

○平賀貴幸委員 そこを含めて、企業側のほうの課

題もあるという状況があるので、時間がかかるの

は、やむを得ない部分の理解はできますが、事態が

やっぱり起こってからでは遅いというふうに思わざ

るを得ないのですよね。

機械の寿命が尽きるなど、他の場所に移転可能に

なった場合に検討するなんていう話にはならないと

思います。

位置が確定されないと、生分解……微生物を使っ
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て分解するっていうのは、過去の油流出の中でも、

道内でも実際やられているので、私も把握はしてい

るのですけれども、そこもやっぱり位置や量が確実

に把握されないと、実際にそれでやり切れるのかど

うかというのはわからないという認識でいいのです

よね。

○渡部貴聴水産漁港課長 生分解については私もあ

まり詳しくは聞いてはいないのですけれども、北海

道のほうでですね、そちらも技術指導するのですけ

れども、いずれにしましても今御指摘があったよう

に、どの場所にあるのか、本当にあるかどうかもわ

からない状況です。

ボーリングをしまして、今、６メートルから７メ

ートル地点までしか浸透していないと説明を受けて

いますけれども、それも漏えい箇所直下でのボーリ

ングですので、その周りでは見つかっていないので

ボイラー室のほうに入っているということなのです

が、本当にボイラー室のそこで６メートルから７メ

ートルで止まっているのかも実際にわからない状況

になっていますので、当然、そこの把握というの

は、まず第一に必要だというふうに考えておりま

す。

○平賀貴幸委員 わかりました。

当初の想定と違って、染み込んでしまう可能性の

ある層、染み込みづらいけれども、染み込まないと

いうわけじゃないということですから、雨が降るた

びに心配だっていう状況だと思うのですよね。

このところ雨が多かったりするので、大丈夫かっ

ていう声もやっぱり漁業者さんから実際に出ていて

心配だなという話もありましたから、そこはやっぱ

り急いで把握をしていかなきゃいけないですけれど

も、一方で７月29日に、法的な枠組みについてはい

ろいろと検討をいただいて、現状難しいということ

なのですけれども、東京都の築地市場で行われてい

たことについて、ちょっと調べてみたのですよね。

担当の方にも聞いてみたりしたのですけれども、

業者さんと話し合いながら、公費の部分と、それか

ら企業で負担する部分を分けるときの根拠になる法

律は、この法律だったのだっていうことなのです

ね。

あそこは公の場所として使われた期間も長いの

で、公が負担する部分もあるし、もともとの汚染

を、あとはやっぱり業者さんがそこを過去に使われ

ていた経緯の汚染だろうからというところで、負担

割合も決めて、この法律を根拠にして話し合ってや

ったのですっていうことでした。

この法律だけで、何かを突破するっていうのは難

しいのだろうとは思うのですけれども、一方で、や

っぱり根拠になる法律というのはいろいろ、ここに

は書いていませんけれども、河川法とかも含めてあ

るのだと思うのですけれども、この法律をもとにし

て、最終的な費用負担をどうするのかっていうこと

は、最後に詰めなきゃいけないと思うのですけれど

も、今回もやっぱりそういう考え方でいていいと思

っていいですか。

○渡部貴聴水産漁港課長 今、お話のありました公

害防止事業費事業者負担法の関係なのですけれど

も、現段階では今お話ししましたように、ホテル側

は全量撤去はしないという話はしているのですけれ

ども、調査をしないという話はしておりません。

逆に、指導していただければそれで検討したいと

いう話になると思っていますので、今御指摘を頂い

たところまでは、まだちょっと私どもとしても検討

はしてございません。

○平賀貴幸委員 状況について理解しました。

そうすると、いろいろな考え方を私は持てるなあ

と思うのですけれども、例えばですよ、そのボイラ

ー室を新たに建てるための助成金なり、補助金なり

何らかの制度が、国や道あるいは市で持つことがで

きたりもあって、それを御紹介することで建て替え

てもらって全量撤去できるのだったら、それは公害

防止事業費事業者負担法に基づいて、そこは全量撤

去をするって話になるのですけれども、代替手段が

あればできるんじゃないかなと思うのですが、その

辺の調査も、網走市もそうですし、道や国に対して

も働きかける必要があると思うのですけれども、そ

の辺はいかがですか。

○渡部貴聴水産漁港課長 今、御指摘がありました

ようなホテルのボイラー室を撤去して、それを建て

替えるための補助事業等のメニューということなの

ですけれども、まだそこまでですね、私どもも考え

ておりませんし、北海道もそこまではいっておりま

せん。

いかんせん、８月の10日に初めて振興局とホテル

の社長が話をしまして、24日の日に私どもも初めて

ホテルの社長と話をしたような段階でして、まだ、

その前段の調査自体も全く方針も見えないようなこ

とになっております。

もしかすると、今後の話の中では道とかとです

ね、協議をした中で、そういうこともあり得るかも
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しれませんが、現段階では、そこまでは検討は進ん

でおりません。

○平賀貴幸委員 現状はわかりましたが、そこを含

めてなのですけれども、今回こういったことが起き

てみて、法の立てつけっていうのが、実際に公害防

止のための法律なのに、起きてからじゃないと機能

しない部分があるという立てつけになっているなと

いうのは、改めて気がつかされたところなのですけ

れども、ここは法律の立てつけがよくないのだなと

いうふうに思うので、並行して法の立てつけを改正

してもらうという働きかけも、網走市としては積極

的にやらなければいけないと思いますし、こういっ

た案件が生じたときに何らかの形で、その事業者の

対応を促すような、今の建物が建て替えになるよう

な、補助金を活用するような形のスキームをつくっ

てもらうだとか、並行してやっていかないと調査の

結果を待ってから、それがわからないとできないと

いう姿勢でいくと、ちょっと違うなという気がする

のですよね。

あらゆる可能性を想定しながら、働きかけをして

動いていかなきゃいけないと思うのですけれど、そ

の辺いかがでしょうか。

○小田部照委員長 発言してください。

○渡部貴聴水産漁港課長 今御指摘のとおりです

ね、まだどちらのほうに、企業自体も調査するかど

うかわからないという御指摘なのですが、全く私ど

ももそのように考えております。

したがいまして、当然ですね、今御指摘を頂いた

ような内容についても並行していろいろ情報収集、

北海道と協議をしながら多方面の対策について考え

なければいけないというふうに考えております。

○平賀貴幸委員 できるだけそこは積極的にやって

いただいて、北海道が中心にはなるのだけれども、

地元で被害を受けるのは、市民だったり地元の漁業

者さんですから、市がですね、いろんな可能性を想

定して働きかけをどんどんやっていかないといけな

いのだというふうに思います。

振興局だけではなくて、状況によっては国に対し

ての働きかけもやっぱり必要だというふうに思えて

ならないので、特に法の立てつけの問題ですから、

やっぱり直してもらう必要もあるのだと思うのです

よね。

防止するための法律にちゃんとなってないのです

から、やっぱりここは国会での審議が必要なのかも

しれませんけれども、やってもらう必要があるのだ

というふうに、私はやっぱり思います。

あとはやはり、これだけ重要な案件ですから、適

時、議会に対しては報告を頂かなきゃいけないし、

網走市として市民に説明していく必要も私はあるの

だと思うのですよね。

事業者の説明責任もそうだけれども、やっぱり地

元自治体として、網走市が市民に対してわかりやす

い情報を出していくっていうことも大事だと思うの

ですけれども、その辺、副市長はどういうふうにお

考えですか。

○後藤利博副市長 市民への情報提供ということで

ございます。

これまで、実際に３月に事故があって、報道等で

の公表という形で進んでおりました。

実際そこには、北海道がグリップをしていくとい

うことがありまして、私どももそこの部分について

は、どういう形でお示しをしたらいいのか、そこは

後手に回ってしまったというふうに考えてございま

す。

それから、今回、報告させていただいている経過

でございますが、御覧になっておわかりいただくと

思いますけれども、ほぼ毎日のようにいろいろな形

で振興局、それから対策本部、協議会の方とも打ち

合わせをしながら、進めております。

今も現在進行形で、職員も今、土曜も日曜もなか

なかない中でやらせていただいております。

そのような中で、どこでどこまでのものが市民の

方に例えばお示しをできるのか。

どこでどういう形でやったらいいのか、そこもな

かなか判断のつかないというような状況でございま

すが、特に、今回の案件につきましては、北海道が

法的な解釈も含めて、しっかりと対応していくとい

うことでございますので、北海道とも協議をしなが

らどういう形での情報提供が望ましいか検討をして

まいりたいと思います。

○平賀貴幸委員 できるだけ早くやらなければいけ

ないというふうに思います。

少なくても何が起きていて、どんなことが生じる

可能性があるのか、それに対して、現状どういう方

針を望んでいて、どんな課題が上がるのかっていう

ことぐらいはですね、市民の皆さんに正確にやっぱ

り伝えていく必要があるぐらいの重要案件です。

これは道の役割じゃなくて、やっぱり自治体の役

割、市町村の役回りだと、基礎自治体の役割だと思

いますので、しっかりとそこを伝えていただいた上
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でですね、漁業者だけではなくて、これ全市的な問

題ですねという認識をやっぱり市民の皆さんに持っ

ていただきながら、この問題に対処するっていう形

に持っていくことが、結局はホテル側の対応を促す

ことにやっぱりなりますから、世論の力は大きいで

すので、そこの世論形成も含めてですね、しっかり

対応していただきたいと思いますし、繰り返します

が議会に対する説明もしっかりとやってほしいとい

うふうにも思います。

この案件に限らずです。

きちんとそこはやっていただきたいと思います。

ちょっと最近、その辺がなっていないというふう

に思います。

以上です。

○小田部照委員長 まず、理事者の方々、挙手だけ

じゃなくて発言もして手を挙げてください。

よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

それでは、ほかにございませんか。

○永本浩子委員 先ほど説明があった中で、最初、

重油漏れの量が8,000リットルということで、私た

ちも前回、説明を聞いたわけなのですけれども、た

しかそのときも、ちゃんと給油した量とその後の日

にちとか、使った量とかも多分計算をして、おおよ

そ8,000リットルということだったのではないかと

思うのですけれども、それが、今回6,000リットル

に量が減ったではないかという話で、市のほうもそ

の根拠を質問して、明確な答えがなかったという説

明が先ほどあったのですが、これはちょっとおかし

いなと思うのですけれども、市のほうの、その場に

私もいたわけではないので、具体的にはちょっとホ

テル側から明確な根拠がなくてっていうことで納得

はできているのでしょうか。

○渡部貴聴水産漁港課長 今回8,000リットルが

6,000リットルになった理由なのですけれども、根

拠については全く示されておりません。

さらに説明の際に、社長は、前回の８月10日ので

すね、振興局との協議では、8,000リットルで間違

いないかで、間違いないという回答をしているので

すけれども、6,000リットルという回答をして指摘

を受けたときに、社長が、同社のですね、職員と顔

を見合わせるような状況となっております。

したがいまして、回答については全くその根拠は

説明されておりません。

最終的に、もう一度社内できちんと検討をして回

答するというふうに報告を受けて終わってございま

す

○永本浩子委員 本当に、多分、納得できないまま

で帰って来ざるを得なかったというのが現状なので

はないかと思うのですけれども、今回の重油漏れ、

おかしなところがすごくあるような気がしているの

ですけれども、先ほどの現地視察、事故発生後には

市も振興局も消防のほうも行かれたということだと

思うのですけれども、例えば6,000リットルだった

にしても、それだけ、8,000リットルがホームタン

ク40個分という説明があり、6,000リットルだと30

個分ぐらいにはなると思うのですが、それにして

も、それぐらいの重油、相当な量が漏れていたこと

になるかと思うのですけれども、この現地を視察さ

れたときっていうのは、例えば重油とかが漏れる

と、ものすごいやっぱりその臭いとか、そういうも

のがあるかと思うのですけれども、臭いとか見た目

でぱっとわかるような、そういった状況っていうの

はあったのでしょうか。

○渡部貴聴水産漁港課長 現地視察、一番初めに、

３月23日に実施しておりまして、その後も、数度に

わたって関係機関で現地を見ておりますが、一つ目

は、8,000リットルという量、すごいと言えばすご

い量なのですけれども、現地の状況からいくと、私

も現地を見ましたが、とても8,000リットルが漏れ

たようには見えませんでした。

ボーリング調査をしたときにも、漏れたところの

直下でボーリングをすれば、当然、もう初めから強

い臭いと油と混じったどろどろのですね、土が出て

くる認識だったのですけれども、決してそういうこ

とではなくて、臭いを嗅げば重油の臭いはするので

すけれども、そんなにですね、ひどい汚染状況とい

うふうには参加した皆さん感じておりませんでし

た。

このような状況から、当然内部で協議を行ってい

る中で、8,000リットルという量の根拠について、

これは先ほどお話ししましたけれども、前回で話し

ていますが、ホテルのほうから説明を受けた中で、

きちんと確認をして、ホテルも承諾した上で8,000

リットルというふうになっているのですけれども、

実際に漏れたかどうかっていうのは、疑問を持って

いる方、非常に多いです。

これは振興局の生活環境課とも話をしまして、そ

こについては非常に疑問が多いということです。

したがいまして、今回の８月24日のブリーズベイ
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ホテルの社長からの説明の際にも、漏えい量につい

ては、きちんと内部調査を行った上で、根拠も合わ

せて示してくださいということをお願いしておりま

す。

○永本浩子委員 本当に、もしそれだけの量が漏れ

ていたら、たとえ23トンの土を撤去したとしても、

撤去前には必ずものすごい臭いとか、見た目でもわ

かるぐらいのものはあると思いますし、やっぱりこ

の現場縮図のところのボーリング箇所、№１からは

出ているけれども、ほかからは一切出ていないって

いうことも、このボイラー室の直下と言っても、下

はやっぱり同じ土になっているわけで、そこに重油

を囲むようなものも多分あるわけではないと思うの

で、№１以外、１か所も重油が確認されていないと

いうか、それも本当にちょっと考えると不思議な話

ですし、網走の冬はとても寒いので、幾ら休館中と

はいっても水道管の破裂とかを防ぐためには、やは

りある程度の暖房というのは必要かと思いますけれ

ども、それもなしで来ていて水道管の破裂もなかっ

たというのも変な話かなとか、何かいろんなこと

を考えてしまうのですが、その辺のところを市はど

のようにお考えなのでしょうか。

○渡部貴聴水産漁港課長 今御指摘を頂いたように

8,000リットル、本当に漏れたかどうか、配管が破

れた後のボイラーの状況とか非常に疑問点が多いで

す。

こちらについては、ホテルのほうにも確認をした

のですけれども、今回、まずですね、漏えいが発覚

した箇所については、ボイラー棟から、ブリーズベ

イホテルのほうから提出された資料の２と書いてあ

る資料があるのですけれども、こちらに現場縮図と

いう図がありますけれども、Ｂ棟からＡ棟にいく油

の配管の根元が折れたということで、Ｂ棟への配管

は使用可能な状況であったというふうに聞いており

ました。

したがいまして、漏えい後もホテルのほうからは

ボイラーの運用ができたというふうに話は聞いてお

ります。

しかしながら、本当にですね、その8,000リット

ルというものが流れたかどうかというところについ

ては、再度ですね、ホテルの内部で調査をしていた

だいて報告を頂くような形となっております。

○永本浩子委員 やっぱりちょっと今回のことは、

ホテル側の最初の初動の対応にしても何かおかしい

と思いますし、漏れた重油があったことは多分確か

だと思うのですけれども、この8,000リットルなの

か6,000リットルなのか、そういったところもちょ

っと明確ではなかったり、もしかしたら別の要因が

あるのかなっていう気もしたりしておりますので、

そういったところも含めて、また市のほうからもし

っかりと追求していただいて、本当にそんなに漏れ

ていなければ漏れていなかったほうが網走としては

本当に、そんなにすごい量の重油が漏れていたら、

先ほど平賀さんも言いましたけれども、雨が降った

ら、いや大丈夫かなって、漏れちゃっているのでは

ないかなって、漏れ出したらもう本当にふ化場だっ

て止めようがないわけで、市としても大損害の、市

民の皆さんにも、万が一、水道水のほうにも流れて

いったりとかっていうことをいろいろ考えると、漏

れていなければ漏れていないほうが本当にうれしい

話なのですけれども、何か今回の本当にちょっと、

普通では納得できないような不思議な部分がありま

すので、しっかりその点は追求していっていただけ

ればと思います。

いかがでしょうか。

○渡部貴聴水産漁港課長 今御指摘を頂きましたよ

うに、まず漏えい量を確認するとともに、漏えい量

と併せて現状の油の状況をまず把握しないと、どん

な手だても対策も講じることができないというふう

に、これは道の有識者からも指摘を受けております

ので、北海道と合わせてホテル側に働きかけていき

たいというふうに考えております。

○永本浩子委員 ぜひ、よろしくお願いいたしま

す。

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。

○村椿敏章委員 私から聞きたいのは、ブリーズベ

イホテル側のほうから出ている現場縮図、この見方

がよくわからないのですけれども、もう少しわかり

やすく説明してもらえないですか。

○渡部貴聴水産漁港課長 こちらの図なのですけれ

ども、湖側と書いてありますのが網走湖側で国道そ

れから線路が走っている側になってございます。

このホテルの建物と書いてありますのが、非常に

ちょっと簡単に書いているのですけれども、これが

網走観光ホテルの建物がありまして、網走観光ホテ

ルの建っている裏側の山、ホテルよりも高い側です

ね、山側にこのＢ棟という今回油漏れを起こしたボ

イラー室が建っている状況となっております。

○村椿敏章委員 すみません、山って書いてあるの

は山側じゃないのですか。
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○渡部貴聴水産漁港課長 山と書いているのは、山

側なのですけれども、これは山とは書いているので

すけれども、ここ自体が尾根伝いになっていまし

て、Ｂ棟が設置してあるところは山の尾根の頂上み

たいな形になっております。

Ａ棟の横側に三角がありまして、これも山なので

すけれども、こちら側は高くなっているということ

で、決してそこに普通に山がぼっとあるような形で

はございません。

○村椿敏章委員 わかりました。

そうしたら湖側がＪＲ側で、そしてホテルの建物

の四角い部分の底辺というかね、下の辺に白羽川が

流れているっていうふうに考えればいいのですか

ね。

○渡部貴聴水産漁港課長 白羽川につきましてはＡ

棟、Ｂ棟と書いているものの下側、この図面でいく

と文字が書いている側が白羽川になります。山側と

いうのは、天都山側になってきます。

○村椿敏章委員 わかりました。

それで、先ほどの説明の中では２番、３番のボー

リングがある側が白羽川だって話をしていましたか

ら、それと合致するのですけれども、私が気になる

のは、ホテルの建物の基礎の部分に重油が入ってい

るんじゃないのかなって思うのですが、そのホテル

のほうで、その建物の下に油があるかどうか確認し

ろと言った場合、壊さないとできないという答えみ

たいなのですけれども、この建物だってボーリング

と同じようにコンクリートに穴を空けて確認するこ

とはできるんじゃないのかなと思うのですけれど

も、そういう話は議論をされなかったのですか。

○渡部貴聴水産漁港課長 ホテルの基礎側にまで入

っているという話には今なってございません。

その理由としましては、No．７番、８番の箇所で

ボーリングを実施しておりまして、７番の箇所では

６メートルまでボーリングを実施しているのですけ

れども、……すみません、ちょっと６メートルか記

憶が定かではないのですけれども、６、７メートル

程度まで、７番の箇所ではボーリングを実施してお

りますが、その箇所では、まず重油は確認されてい

ないということでホテル側まではいってはいないと

いう判断でございます。

今、撤去しなければ、重油が確認できないという

のは、この図でいくとＢ棟と書かれたボイラー室の

ことでございます。

○村椿敏章委員 ボイラー室はこのＢ棟の中にある

のですね。

○渡部貴聴水産漁港課長 ボイラー室は、Ｂ棟の中

にあります。

○村椿敏章委員 要は、普通、建物を建てるときに

目堀って掘って、そしてそこに砂利を敷いてね、そ

れからコンクリートを立ち上げていくでしょう。

そうやって考えたら、このＢ棟の下は砂利がある

んじゃないのかなと思うのですよ。

だから、建物の地下の基礎、基礎のコンクリート

に穴を空けて砂利のほうまではボーリングができる

んじゃないのかなと思ったのですが、そういう議論

にはならなかったのですか。

○渡部貴聴水産漁港課長 Ｂ棟のコンクリートを削

孔してボーリングをするという議論は当然あったの

ですけれども、ボーリング機械の高さ、またボーリ

ングする震度によってやぐらの高さがあって、ホテ

ル側としては難しいというふうに説明を受けており

ます。

○村椿敏章委員 理解します。

ただそのね、やぐらの高さが小さくても低くても

穴は空けられるような気もするのですよね。

その辺は、もう少し追求していってもいいんじゃ

ないのかなと思います。

あと、この中では、特に書いていないのですが、

もしですよ、もし白羽川にその油がいったときに、

どんな影響があるのだっていうのはわかっているの

ですか。

○渡部貴聴水産漁港課長 白羽川に油がいった場合

なのですけれども、白羽川の水はサケ、マスの稚魚

の飼育に使われております。

これ、春先なのですけれども、そのようなこと。

それから、どのぐらいの油が流れ出て、それが生

物にどれだけの影響を及ぼすかっていうところは、

一概には言えることではありませんが、現状では、

油が流出したことによる水産物への被害というもの

を全て想定しまして、網走漁協、西網走漁協、北見

管内さけ・ます増殖事業協会のほうで試算をしてご

ざいます。

それでいきますと、まず湖内に生息する魚類、シ

ジミ、ワカサギ、シラウオ、スジエビ、これらの単

年度の水揚げの総額からならして算出しますと約６

億9,000万円。

それから、さけ・ます増殖事業協会なのですけれ

ども、網走ふ化場だけではなく、あそこの呼人浦か

らは網走川で放す稚魚のほとんど全てを放流してい
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るわけですから、そちらも入れて、過去の回帰率等

とも勘案した中で算出しますと、単年度の被害額は

57億9,000万円、それから、網走漁協と西網走漁協

が網走川でシジミを取っていますけれども、そちら

が1,800万円ということで、合計した被害想定額、

これは端数等もあるので先ほどの数字を単純に足し

て合わないかもしれないのですけれども、公式発表

としては約65億円というふうに出してございます。

○村椿敏章委員 わかりました。

その部分についても事業者側に伝えて、とにかく

全量撤去という部分を訴えてはいると思うのですけ

れども、先ほど言ったボーリングして現状調査とい

うのは、振興局のほうも言っていますが、そこは、

ぜひどんどん進めていただきたいなと思います。

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。

○古田純也委員 ホテルの通報者という方は、地元

雇用の方なのでしょうか、それとも向こうから来て

いる方なのでしょうか。

○渡部貴聴水産漁港課長 まず、通報者なのですけ

れども、通報者は匿名で私どもはわかっていない状

況です。

本件につきましては、北見市のほうに匿名で電話

が入って、匿名の中では重油、油取扱い関係者だと

いうことしかわかっていないのですけれども、その

方が給油した際にいつもより多いので、多分漏れて

いるのだろうということで、まず北見市に連絡が入

りまして、北見市から当市のほうに連絡が入って、

当市で観光ホテルに確認をしました。

その際に初め、わからないということだったので

すけれども、内部で調査をした結果、漏れていたと

いう状況になっております。

○古田純也委員 わかりました。

匿名でなぜ北見のほうに周知がされたのかなって

いうふうに思っていたのですけれども、油を入れに

来た業者の方からの通報っていう感じでよろしかっ

たですか。

○渡部貴聴水産漁港課長 そこは、本人は油取扱い

関係者と言っているだけでどういう人なのか、私ど

もはわからない状況となっております。

○古田純也委員 わかりました。

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。

○栗田政男委員 25日、先月からは、かなり進展し

たように思います。

あのときにも申し上げましたが、あまりにも遅過

ぎる対応だということは指摘しました。

庁舎のほうに対策室を設けてしっかりと対応する

という要望もしたように思います。

形はどうであれ、そのような対応をしていただい

ていることには評価をいたします。

話を聞いていると、どうもこう、見えないところ

がいっぱい出てきますし、今、一番、多分問題にな

る数量の問題があやふやだと。

もしかしたら、もっと少なくて2,000リットルぐ

らいなのかなとか、いろんなことも想定されるわけ

ですよね。

一番、利権者といいますか、関係者の方々が心配

しているのは、万が一にも、その重油が河川に漏れ

たときのことを心配しているのだと思います。

皆さんも御存じのように、水は高いところから低

いところに流れます。

当然、雪が降ってくると大量の湧水が山の高いと

ころから低いところに流れる、そういうことを考え

ると、僕、残された時間ってそんなにないのかなと

いうふうに思ってしまいます。

北海道、当地の場合は11月の中ごろには降雪にな

ります。

降雪になっても、いろんな作業は多分できると思

いますけれども、できるならばそれまでの間に、こ

れはもう漁業者の皆さんも、みんな口をそろえて言

うのは全量撤去してほしいということしかないのだ

と思うのですね。

今回、解決するのは量がどうであれ、やはり掘っ

てみないと僕はわからないと思うのですよ。

だから、そういうふうに考えると、ああだ、こう

だ、ボーリングだ、何だかんだって言ったって、そ

れはもうしょせん部分的な話なので、本当の意味で

の、安全と安心を担保することにはなかなかならな

いのかなと。

どうも気になっているのは、この企業が取る気は

全然ないように感じて僕はならないのですが、全量

撤去という方向性は、再度確認するけれども、今の

段階でホテル側は全然考えていないという認識でい

いですか。

○渡部貴聴水産漁港課長 全量撤去につきまして

は、今の段階ではホテルのほうからしないというふ

うに説明を受けております。

○栗田政男委員 その辺が認識不足なのかなってい

う気がします。

今回、本当に漁業者の皆さん、口をそろえて言う

のは、全量撤去は原則だよというのは、だってそん
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な爆弾を抱えながらね、心配をしながら仕事をする

理由もないですし、そういう爆弾は事故とはいえ、

やはりこれ事業者の責任というのはすごく重いもの

があるので、全量撤去を原則として強力にそれを要

望しないと駄目じゃないかって私は思うのですが、

そういう気がないということ。

これも、前委員会のときにお話ししましたが、多

分、向こうの本社のほうで網走の事態というのは把

握できていないんじゃないかということで、心配し

ていました。

それでいろいろ市長のほうも動いていただいて、

向こうには……結果こういう協議会があって、向こ

うと話し合いができたのですが要は、全量撤去に向

けた方法は、どういうものが必要なのかっていうこ

とを検討しなくちゃいけないと僕は思うのですが、

それに対しての認識はどうでしょうか。

○渡部貴聴水産漁港課長 今御指摘を受けましたよ

うに地元としてはまた、当市で８月の８日に設立し

ました対策協議会においても全く同じ考えで、基本

は全量撤去をしていただきたいというふうに強く申

し入れを受けてございます。

現状の問題点としましてはＢ棟を撤去する、全量

撤去のためには、今想定ではＢ棟の下にあるのでＢ

棟を撤去しなければならないという説明を受けてお

りまして、そのためのコスト、それから休業等を考

えると、ホテル側は現実的ではないという説明を24

日の日にも受けております。

しかし一方で、網走湖の漁業者さん、それからサ

ケ、マスの漁業者さん、当日24日の日は、西網走漁

協の清野組合長も出られていましたけれども、漁業

者も一緒であると、夜も眠れないと、いつ出てくる

か考えると夜も眠れない状況であるし、仮に流出し

た場合には私たちも漁ができなくなって生業がなく

なるのだということを強く求めておりました。

現状ではですね、ホテル側は撤去しなければなら

ないということなのですけれども、まずはＢ棟の下

に油が本当にあるのかどうか、どういう状況である

のかということを確認するところから始めなければ

ならないというふうに考えておりまして、そこにつ

きましては、先ほどもお話ししましたが、振興局も

ですね、北海道の中の各関係機関のほうに情報を集

めた中で、そういう斜め方向のボーリングをできる

業者、それから、音波によるですね、油の調査をで

きるような業者等も探して、相手側にですね、指導

を行っていくというふうに考えております。

あわせまして、降雪、もう時間がないという御指

摘を先ほど受けましたけれども、そちらについて

も、もう漁業者からも非常に強く言われておりま

す。

そのようなこともあってですね、８月の25日に対

策協議会のほうから振興局長へ要請を行っているの

ですけれども、こちらの要請につきましては、市長

のほうからですね、時限を区切らなければ、まただ

らだらといってしまうということで、８月31日まで

に、きちんと回答するように求めてございます。

○栗田政男委員 それで確認なのですが、このＢ

棟、担当課は多分見ていらっしゃるので、そんなに

巨大なボイラー室なのですか。

○渡部貴聴水産漁港課長 大きさ的には、そんなに

大きいものではないというふうに私は認識しており

ます。

○栗田政男委員 ですよね。

ボイラー専門の小屋というか建物ですから、それ

ほどのものではないのですよね。

これがホテル本体のほうですと、非常に面倒くさ

いことなるし、基礎の深さもあれだけのでかいコン

クリートの建物ですから、当然、下がコンクリート

は打ってあるでしょうけれども、上のほうは木造か

鉄筋か、どっちかで造られているものなんで、これ

を撤去して、その下を掘り起こすなんてのは、今技

術的には本当に簡単な話なのですね。

費用は当然かかります。

今の時期ですと、仮設のボイラーを外の違う場所

に置いて仮設の配管をして対応することは可能なの

です。

冬になると、やっぱりそうはいかないですよね。

凍りますので、そういうことも鑑みると、今しか

ないような気がするのですね。

だからこのチャンスで、やはりお金がかかる話な

のです。

お金がかかるけれども、この場合によってはね、

あくまでも所有者の許可が必要なのですが、行政が

代執行することも視野に入れなくちゃいけないよう

な事案ではないかって私は思っています。

その上で、費用負担はどういうふうにするのか、

後からいろいろ企業側と話すことも必要でしょう

し、これが何十億かかるような仕事では決してない

ような気がしてならないのですが、できるならばこ

の資産、これを撤去して仮設の物を造って、全量入

替えするのにどれくらいかかるかっていうのは、や
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はり市独自にでも、ある程度はそのつかみがないと

交渉もできないですから、それも必要ではないかと

考えるのですが、どうでしょうか。

○渡部貴聴水産漁港課長 ボイラー棟のですね、建

て替えに関する試算というところまでは、市の内部

ではですね、そこまでは試算はしていない状況で

す。

ホテルから聞いた話ですと、２億円程度という話

なのですが、これ24日、初めてわかったのですけれ

ども、現状の設計図とかもないということで、これ

はホテルから説明があったのですが、配管がどのよ

うに布設されているのかもわからないというような

状況もあるので、単純に撤去、建て替えというもの

は非常に難しいというふうに説明を受けておりま

す。

○栗田政男委員 相手方はしたくないわけですか

ら、そういう言い方を当然するのです。

技術的には全然可能ですから、これは、どの建設

屋さんに聞いても技術的にはそれほど難しくないで

すし、6,000であるのか、8,000であるのか、定かで

はないのですが、重油がたまっているわけじゃない

のですね。

土の中に混じって、しみ込んでいるわけですよ。

そういう汚染土をどうするかっていう話だと思う

のですが、これ重油って、たまっているという……

液体としてたまっているわけじゃないですよね。

○渡部貴聴水産漁港課長 Ｂ棟の下にあります重油

の状況については、全くどういう状況になっている

のかわからない状況となっています。

○栗田政男委員 想像の域なのですが、多分そうい

う形で土に染み込んだ状態の汚染土になって、堆積

しているというような形ではないかというふうに思

います。

液体であると、もっと危険ですけれどもね。

本当に危険です。

そういうことがないことを祈るしかないと思いま

すが、いずれにしても、どういう方法であっても、

全量撤去に向けた方法で、２億かかろうが、10億か

かろうが、やらなくちゃいけないものはやらなくち

ゃいけない。

そういうことで、先ほど漁業被害の話もありまし

た。

マックスなのかそれとも最上なのかは別にして

も、そういうことも含めた中でね、そういうことに

なっちゃいけないのですよ。

だから、そのためには必要なことは必要として処

置していかなくちゃいけないから、お互いに協力し

ながらやっていく。これは、基礎自治体である網走

市も積極的に動いて、場合によっては本当に僕は、

行政代執行も必要じゃないかと。

そして、安全になった上で、ゆっくりとお話し合

いをするっていう方法じゃないと、みんなはとても

ね、我慢できないのですよ。

そういう、今すごくそういうフラストレーション

がたまっている状況ではないかと思うので、とにか

く時間はないので、急いで８月末にはまた違った答

えも返ってくるのでしょうから、原課としては大変

でしょうけれどもね。

やっぱりやるべきことをしっかり伝えて、向こう

ととにかく話をきちきちっと、タイムリーにやって

いくということが大事です。

その窓口も今何となくね、協議会を見ている中

で、距離感があるような感じなので、ぜひともね、

庁舎の中でしっかりとその窓口をつくって、連絡が

タイムリーにできるような体制づくりというのも、

僕は必要じゃないかと思うので、そういう体制づく

りと１日も早い全量撤去に向けた動きを加速させて

いただければと要望いたします。

以上です。

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。

○山田庫司郎委員 大体委員から出尽くしているか

なというふうに、ちょっと思うところはありますけ

れども、今、栗田委員からあったように、やっぱり

全てのものをやっぱり撤去するということが大原則

だと思います。

ここをやっぱり市も含めてですね、ぜひ、全力を

尽くして対応していっていただきたいと。

このＢ棟の大きさも今、わかりませんけれども、

私もこの程度の規模だったら、２億も３億もかかる

のか、私もわかりませんけれども、ぜひ撤去をして

ですね、下の土を取ってみないことにはわからない

だろうと。

それで、５月の９日ごろに試掘して、23トンを撤

去している経緯がありますけれどもね、23トンって

いったら、Ｂ棟の周りを１メーター50か２メーター

程度をぐるぐると取っただけなのか、そのときはそ

んなに非常に臭いもなく、どうだっていう話もあり

ましたから、本当に漏れている量がどうなのかとい

う、ここをやっぱりまず確認をすることと、本当に

このＢ棟をですね、壊してでも、やっぱり下のもの
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を取るということを、やっぱり進めないと私も駄目

だというふうに思います。

それで、どういう対策がいいのか、いろんな方面

からいろいろ検討してやるのはいいことだと思いま

すが、最終的にどういう形でやるのかということが

決まらないと、お金が幾らかかるのかということが

出てきませんから、お金がかかるときにどうするの

か、どういう対応ができるのか、道も含めてね、そ

うならないと金額がわからないと見えてこないと思

いますから、ぜひ、全土、全てのものを撤去すると

いうのを本当に大前提にしながらですね、いい方策

がまたあるのか、ただ、先ほど皆さんから言われて

いるように、私は10月いっぱいぐらいまでの期限だ

というふうに思っていますから、本当に急がなけれ

ば、先ほど話が出ていたように、漁業関係者、本当

に雨降ったら夜も寝れないという話も聞いています

から、ぜひお願いしたいと思います。

単年度で約64億ぐらいの話がありますけれども、

３年、４年の長い目で見たら、シジミは１回駄目に

なると５年駄目ですから、いろんな意味で230億、

40億の話も聞いていますから、ぜひ、相手側のホテ

ルにもですね、そういう事実も含めて認識をしても

らえば、わかってもらうことの期待も含めてね、さ

せていただきたいと思いますが。

あとは市でできること、道でできることで何か聞

いていますと、知事と会うことも何か動き出してい

るという話もありますので、ぜひ、知事と会えばで

すね、直接やっぱり状況も含めて、話していただく

ことも。

それと、平賀さんから出ていたように、この水質

汚濁防止法のやっぱり中身も含めて、ちょっと考え

ていかなければですね、これだけある環境の問題も

含めて出てきているときに、本当にこんな法律でい

いのかなということも、私もちょっと危惧をしてる

部分もありますので、その辺もぜひ、市として、行

政マンとしてですね、検討もしていただければと思

います。

以上です。

一言もしあれば。

知事と何か会うような話もちょっとあったので、

その辺も含めて、もし今の段階で出ている情報があ

れば。

○渡部貴聴水産漁港課長 今、Ｂ棟撤去のお話、非

常に皆さんからいただいているのですけれども、Ｂ

棟の撤去について、Ｂ棟の撤去というよりも、今、

私どもが考えていますのは、汚染土の全量撤去、そ

のためにＢ棟の撤去ということでそちらにお話がい

っていると思うのですが、まずは、ただ本当にＢ棟

の下にあるかどうかも今わからない状況となってい

ます。

これは、これだけ時間がたってそこまでいってな

いというのは、非常に遅いという指摘を受けられれ

ば、全くそのとおりで、私どもも同意に思っていま

す。

ですので、そういうこともあって、25日の日にで

すね、市長自ら局長のほうに要請に行って、強く時

限を区切って求めている状況でございます。

あわせまして、振興局とは今までも何度も協議を

していますが、なかなか、積極的な指導をしていた

だいてないというのが実情でございますので、知事

への要望というものは、関係者からは、前々からお

話が出ております。

そちらにつきましても、当然ですね、地元振興局

で、要望が聞いていただけないのであれば、きちん

と上に行ってですね、要望、要請を実施するという

ことも、検討していくと思っております。

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。

それでは各委員のほうから種々ございましたが、

一刻も早い解決が求められているというような、重

大な案件ということは皆さん共通の認識でありま

す。

そこで、今後の進め方についてなのですが、この

所管で、総務経済委員会としての所管事務調査を適

時開いていくのか。また今日も、市民環境部のほう

も出席しておりますので、議会全体で対応すべき重

大な案件ということで、総務経済委員会として、特

別委員会などを設置することを議長に正式に要望し

て進めていったほうがいいのか、皆さんの御意見を

ちょっとお聞かせをいただきたいと思いますが、い

かがでしょう。

暫時休憩いたします。

午前11時20分休憩

午前11時24分再開

○小田部照委員長 それでは、再開いたします。

今日、各委員、質疑、理事者からの説明を受けて

ですね、今後の進め方に関しては、各委員持ち帰っ

てですね、適時、また、総務なのか、特別委員会な

のかも含めて開催していきたいと思いますが、その

ような進め方でよろしかったでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕
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その他、各委員何かございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ここで理事者退席いたします。

午前11時25分休憩

午前11時33分再開

○小田部照委員長 それでは、再開いたします。

それでは議件２、行政視察について協議いたしま

す。

７月29日の委員会で候補地を挙げていただきまし

たが、新型コロナウイルスの感染拡大などの影響も

あり、全て受入れできないというような回答があり

ました。

本日は再度、視察項目、視察先などについて協議

したいと思います。

あらかじめ、ラインワークスで一度案を出してい

ただきましたが、改めて皆さんに御発言いただきた

いと思います。

いかがでしょうか。

○永本浩子委員 前回、私が出させていただいた札

幌の防災関係の会社ですけれども、そこは受入れオ

ーケーということで御返事を頂いていますので、全

国どこか行く前にまず札幌に行って、そこを視察し

てから受入れ可能なところにあと１か所、２か所行

くというのはいかがでしょうか。

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。

○平賀貴幸委員 受入れの是非まではちょっと、聞

き取りはできませんでしたけれども、なかなか想定

していた自治体への行政視察が難しいということだ

ったので、ふるさと納税についてやっぱりうちの町

は課題があるなというふうに常々思っているもので

すから、改めて調べてみました。

厚木も駄目だということで難しいのですけれど

も、天童市についても、ふるさと納税についてやは

り積極的に取り組まれていて、25億円ぐらいですか

ら、網走とそう遜色ないぐらいのふるさと納税をい

ただいているのですけれども、ラインワークスで皆

さん共有させていただいたので、探ってみたらわか

りますけれども、しっかりとつくり込んだサイトに

いきます。

つまり行政の本気度が、申し訳ないのですけれど

も全く違います。

すばらしいページにいくのですよね。

全ての事業者さんの紹介がきちっと網羅されてい

たり、地元の産業をＰＲしよう、産業を育成しよう

という精神がしっかりとあって、まさにそのふるさ

と納税を適切に行っている自治体なのだなというふ

うにやっぱり思うのですよ。

そこが友好都市でもありますので、そこにいくの

が一ついいのかなというふうに思います。

それから、天童には天童木工さんという事業者が

ございます。

ここはもともとですね、小さな事業者が集まって

つくった会社でして、伝統的なその技術をですね、

継承するためにそういう会社になったっていう成り

立ちもあります。

たまたま、網走の庁舎の建て替えというのが、こ

れから想定されていく中で、地元に家具屋さんだと

かそういうメーカーがあれば、網走にあればいいの

ですけれども、周辺、津別だとか行けばあるにしろ

ですね、場合によっては、そういう調度品ですと

か、そういったものを友好都市である天童からとい

うことも、視野に入れてもいいのかなと思ったりし

ますし、当然、行政への納入実績も多いところです

から、行政視察の中でそういったことを学ぶのも一

つ大事なのかな。

合板の技術については、やはり天童木工さんが他

者の追随を許さないような加工技術をお持ちになっ

ていてですね、非常に参考になるところだというふ

うに私も思いますので、天童に行けばそういったと

ころも見られるかなというふうに思います。

他のところまでリサーチすれば良かったのですけ

れども、今のところはその程度です。

○小田部照委員長 ほかの委員いかがですか。

○栗田政男委員 正副委員長にお任せしたことなの

ですけれども、大変御苦労されて、大変だったなと

いうふうに思います。

こういう御時世ですから、当然そういう対応もさ

れるのかなと思いますけれども、かといって、今、

行動制限が何らかの形でかかっている状況ではない

ので、コロナ禍で何とかコロナとともに、経済活

動、社会活動をしっかりやろうっていう、方向性は

少し見えてきましたし、明らかにコロナもステージ

は変わりつつあります。

これも事実でありますし、ですから、そういうこ

とも鑑みると、やはりしっかりやるべきことをやっ

ておくことがまず第一かなというふうに思います。

私はいつも行政視察へ行くに当たって、候補地を

選ぶ際にいつも考えているのは、今、当市にとって

問題は何かないのかなということをいつも考えてい

ます。
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ですから、やっぱりそれに参考になる庁舎の建替

えであれば、庁舎の新しい先進的なものは何なのか

なということで行かせていただきましたし、当市に

おいて、今一番多分これから先懸念されるのは、ホ

テル問題であります。

観光産業も非常に重要な位置を占める当市の経済

ですが、資本のあるセンターホテルが、なかなか機

能してないというのが今現状です。

となると、あの規模のホテルになると、やはり大

きな経済力のある企業の力が必要になってくるとい

うことですから、いろんな形で、企業誘致が必要に

なってくるのかなと思います。

そういう見方をすると、観光事業も……観光事業

ということだけではなくて、コミュニティという部

分も非常に大事なのですが、そういうホテル事業の

誘致活動、それで成功したのが実は姉妹都市であり

ます沖縄の糸満市です。

まさしくオープニングセレモニーが、７月に行わ

れていますので、もうオープンしていますし、いろ

んな状況で市のほうでも、大変な誘致活動を展開し

たみたいです、当市は。

そういうこともしっかりと勉強できればいいなと

思います。

ただし、向こうの状況もありますから、それも向

こう次第ということなのでしょうけれども、できる

ならばそういうものをいち早く教えていただいて、

当市においても、もう待ったなしのところに、僕は

来ているように思えてならないのですね。

現状では本当に大きな大会、会議等が網走ではで

きない状況、市内ではできない状況が今生まれてい

ます。

そういうことが、非常にこれから先、網走の発展

の足かせになるのかなっていう気がしてなりません

ので、ぜひとも私はそういうことを要望したいと思

います。

また、永本委員のほうから言われた、それは先な

のか、あとなのかは正副委員長が検討していただけ

ればいいので、スケジュールの関係ですから、別に

札幌を先にする必要もないですから、帰りがけに札

幌のほうでしっかり見てくるというのも一つの方法

かなと思いますので、あくまでも正副委員長にお任

せしますので、しっかりと組んでいただければ助か

ります。

よろしくお願いします。

○小田部照委員長 ありがとうございます。

ほかの委員、何かありますか。

○古田純也委員 まずは、やっぱり受入れをしてい

ただけるところを、優先して考えていただいて、あ

とは、まさに委員長、副委員長に一任したいと思い

ます。

○小田部照委員長 ありがとうございます。

他の委員いかがですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それではですね、ただいま、各委員のほうから発

言項目がありましたが、相手のあることで、コロナ

の状況次第で、永本さんの札幌も含めてですね、ど

うなるかちょっとわかりませんが、一応日程はです

ね、10月17日の週に行くということが前回決定して

おりますので、これに併せて、相手もいることです

が、正副一任で調整させていただいてよろしいでし

ょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

それではそのように進めさせていただきます。

ほかに各委員から何かございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければこれをもちまして、総務経済委員会を終

了いたします。

お疲れさまでした。

午前11時41分閉会


